
参考 虐待対応フローチャート 

養護者による虐待処理フロー 
 

事実確認・訪問調査（安否確認） 

・必要に応じて障がい者の状況や事実関係の確認・必要に応じて関係機関（管轄の担当など）と連携 

虐待の相談・通報・届出の受付 

○障がい者虐待防止センター 

○各地域支援係 

○各健康福祉センター 

○障がいサービス課 

・一時的な緊急性の判断 
・各所管にて受付票を記入 
 障がいサービス課へ転送 

虐待の通報・届出の受付 

○障がい者虐待防止センター 

・虐待防止センターにおいて 
 FAX 対応、留守録対応 
・翌開所日に案件の有無の確認をする 
・受付票を記入 
 障がいサービス課へ転送 

虐待の通報・届出の受付 

○障がい者虐待防止センター 

・一時的な緊急性の判断 
【緊急性あり】 
・至急、緊急連絡先に電話する 
【緊急性なし】 
・受付票を記入  
 障がいサービス課へ 
転送 

≪緊急連絡先≫ 

障がいサービス課 

○課長 

○支援調整係長 

開庁時 

虐待の発見者・虐待を受けた障がい者 

明らかに障がい者虐待ではない場合 

・児童虐待、高齢虐待等にあたる場合は、関係機関に繋ぐ 
・必要に応じて関係機関と情報共有 

初動会議（援助対応の決定）・障がいサービス課がメンバーを招集 

 

 

・緊急性の有無を判断する・今後の対応方針、役割分担を決定 

障がいサービス課長、地域支援係長、虐待担当職員、障がい政策課認定給付・指導係長、施設係長など 

ケース会議の開催（支援方針の決定） 

・障がいサービス課支援調整係が必要に応じてメンバーを招集 

 

 

・記録をもとに虐待の事実の確認 

・虐待の有無を判断する 

障がいサービス課支援調整係、地域支援係、健康福祉センター、相談支援事業者、 
障がい福祉サービス事業者、医療機関、労働関係機関、警察、弁護士 など 

対応・支援 

１、見守り 
２、支援   ・障がい者、養護者への支援（福祉サービスの利用など） 
       ・成年後見制度等利用 
３、緊急介入 ・障がい者の保護・分離 
      （・短期入所  ・入院  ・施設入所  ・やむを得ない事由による措置 など） 

モニタリング・対応の終結 

相談・通報・届出 

土曜日 祝日 日曜日 夜間 


